
公売執行手続き

①公売公告（公売日１０日前の日までに掲示）

②見積価額公告（公売日３日前の日までに掲示）
・物件の詳細や価額等をつくば
市ＨＰや同市備え付けの公売
資料で確認してください。

〔公売広報の実施〕
　つくば市ＨＰ、市町村広報誌など

公売執行機関（つくば市）

入札（参加）者

不動産公売（期日入札）の流れ

・登記簿や公図、現況等をあら
かじめ確認してください。

〔現況・公簿等の確認〕〔公売財産の確認〕

【農地入札者の参加要件】
・農地法の許可（届出）が必要な財産の場合は、財産の所在する
市町村農業委員会等発行の買受適格証明書が必要となります。

【公売執行機関からのお知らせ】
・公売は、滞納者本人、税務職員、暴力団関係者などは参加でき
ません。
・公売財産は現況有姿のまま売却します。
・公売財産の引き渡しの義務を負いません。
・公売財産の種類又は品質について不適合があっても、責任を負
いません。
・買受代金全額納付後の損害負担は、買受人が負います。
・土地境界については、隣接地所有者と協議をしてください。
・公売は予告なく中止することがあります。
（事前に公売執行機関に問い合わせください）

《問合せ先》
〒３０５－８５５５
茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１
　 つくば市役所　財務部　納税課
電話　０２９‐８８３‐１１１１（代表）
ＦＡＸ　０２９‐８６８‐７５５８
Ｈ　Ｐ　http://www.city.tsukuba.lg.jp/
※公売に関する御質問は、つくば市ホームページを
御覧いただくか、上記までお気軽にお問合せください。

【当日持参するもの】※公売日時・場所を確認のうえ、御参加ください。

詳細は、別添「公売当
日の持ち物」を御参照く
ださい。

・買受代金の全額納付前に公売財産に係る滞納税を完納した場合。
・買受人が買受代金の全額をその納付期限までに納付しない場合。
・買受人の公売に関して妨害、不当行為等の事実が判明した場合。

【登記手続き】
・公売執行機関の職員が登記請求を受けて、差押等の抹消、所有権移転の
手続きを実施します。（買受人が行う必要はありません）
・登記手数料（収入印紙代）、その他証明書類等は、買受人が御用意くださ
い。
　※登記に必要な書類等は、入札終了後に説明します。

⑤買受代金納付期限（売却決定日の午後２時）

④売却決定（午前１０時）

約２～３週間※

・受付
・公売説明
・公売保証金の納付
・入札
・開札
・最高価申込者決定
（次順位買受申込者決定）
・入札終了
・公売保証金返還
・最高価（次順位）申込者へ
  の説明

※以上の所要時間約１時間３０分

⑥権利移転
※農地法許可（届出）を要する場合は、その許可後
に登記手続きを開始。

【入札後公売が中止となる場合】

【入札前に公売が中止となる場合】
・公売財産に係る滞納税を完納した場合等。

最
長
３
週
間

③公売日（公告で指定した日時、会場で実施）

〔公売当日の手順〕

個人 法人 代理人

顔写真付きの身分に関する
証明書※①

〇 〇 〇

印章※② 〇 〇 〇

公売保証金（不要のものを
除く）

〇 〇 〇

暴力団関係者等ではないこ
との陳述書

〇 〇
委託者の
陳述書１

入札者（買受申込者）である
法人の役員に関する事項

〇
該当する
場合のみ

法人の登記事項証明書 〇
該当する
場合のみ

収入印紙（売却区分番号ご
とに２００円）※③

委任状

自己の計算において入札等
をさせようとする者に関する
事項

自己の計算において入札等をさせ
ようとする者（法人）の役員に関す
る事項

買受適格証明書（農地）

入札書（共同入札用）及び
別紙、共同入札代表者の届
出書

該当する場合のみ

該当する場合のみ

該当する場合のみ

該当する場合のみ

該当する場合のみ

該当する場合のみ



【様式（１）】

受付番号：

1

2

3

4

5

6

7

8

□ 　当法人は、暴力団員等が役員である法人ではありません。　（法人の場合）

暴力団関係者等ではないことの
陳　述　書　 (個人用/法人用)

　　つくば市長　　あて

  ※内容を確認し、□にチェックを入れてください。

□ 　私は、暴力団員等ではありません。　（個人の場合）

※　「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
　第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者」を指します。

□ 　私（当法人）は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において、入札等を
する者ではありません。

  ※該当する場合は、□にチェックを入れてください。

□ 　自己の計算において私（当法人）に入札等をさせようとする者は、陳述書別紙「自己の計算
において入札等をさせようとする者に関する事項」に記載のとおりです。
　この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

陳述書作成日 令和　　 　　年 　　　　月 　　　　日

□ 個人

住  所

〒　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　（　　　　　）

フリガナ

代表者
氏　名

氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

役　　員 別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項」のとおり

【注意事項】

　本様式（陳述書）の提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してく
ださい。

　法人の場合は、陳述書（法人用）別紙「入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員
を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明書）」を併せて提出してください。

　字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。消せるボールペンは使用できません。

□ 法人

法人所在地

〒　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　（　　　　　）

フリガナ

法人名称

フリガナ

　共同で入札等を行う場合は，入札者（買受申込者）ごとに陳述書を提出してください。

　提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。

　入札者（買受申込者）が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可等を受けたことを
証明する文書（宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証）の写しを提出してください。

　自己の計算において入札等をさせようとする者(入札者（買受申込者）に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさ
せようとする者をいいます。)がある場合は、陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事
項」を併せて提出してください。

　虚偽の陳述をした場合、６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあります（地方税法第334条
等）。



【様式（２）】

【陳述書（法人用）別紙】

法人名
※該当する□にチェックを入れてください。

1

2

3

4

入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項

1

住　　所

〒　　　　　－

フリガナ

役職名
氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

3

住　　所

〒　　　　　－

フリガナ

役職名
氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

2

住　　所

〒　　　　　－

フリガナ

役職名
氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

〒　　　　　－

フリガナ

役職名

氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

4

住　　所
〒　　　　　－

フリガナ

役職名

氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

【注意事項】

　入札者（買受申込者）が法人の場合は、本書面及び「法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事
項証明書）」の提出が必要です。提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので
正確に記載してください。

　字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。消せるボールペンは使用できません。

　役員全員（代表者を含む。）を記載してください。役員が６人以上いる場合は、本用紙を複数枚用いてくださ
い。
　提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。

5

住　　所



【様式（３）】

【陳述書別紙】

※該当する□にチェックを入れてください。

1

2

3

4

5 　入札者（買受申込者）が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可
等を受けたことを証明する文書（宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証）の写し
を提出してください。

自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項

□個人

住  所

〒　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　（　　　　　）

フリガナ

氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

法人名称

役　　員 別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項」のとおり

 【注意事項】
　自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、本書面の提出が必要です（複数い
る場合は、本用紙を複数枚用いてください。）。
　提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してくだ
さい。

□法人

法人所在地

〒　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　（　　　　　）

フリガナ

　自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は、別紙「自己の計算において
入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面（商業登記
簿に係る登記事項証明書）」の提出が必要です。

　字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。消せるボールペンは使用できません。

　提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。



【様式（４）】

（別紙）

法人名
※該当する□にチェックを入れてください。

1

2

3

4

自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項

1

住　　所

〒　　　　　－

フリガナ

役職名
氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

3

住　　所

〒　　　　　－

フリガナ

役職名
氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

2

住　　所
〒　　　　　－

フリガナ

役職名
氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

〒　　　　　－

フリガナ

役職名

氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

4

住　　所
〒　　　　　－

フリガナ

役職名

氏　　名

生 年 月 日
□　大正 □　平成

年　　　　　　　月　　　　　　　日
□　昭和 □　令和

【注意事項】

　自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、本書面及び「法人の役員を証する書面
（商業登記簿に係る登記事項証明書）」の提出が必要です。
　提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してください。

　字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。消せるボールペンは使用できません。

　役員全員（代表者を含む。）を記載してください。役員が６人以上いる場合は、本用紙を複数枚用いてくださ
い。

　提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。

5

住　　所



個人 法人 代理人

顔写真付きの身分に関する
証明書※①

〇 〇 〇

印章※② 〇 〇 〇

公売保証金（不要のものを
除く）

〇 〇 〇

暴力団関係者等ではないこ
との陳述書

〇 〇
委託者の
陳述書１

入札者（買受申込者）である
法人の役員に関する事項

〇
該当する
場合のみ

法人の登記事項証明書 〇
該当する
場合のみ

収入印紙（売却区分番号ご
とに２００円）※③

委任状

自己の計算において入札等
をさせようとする者に関する
事項

自己の計算において入札等をさせ
ようとする者（法人）の役員に関す
る事項

買受適格証明書（農地）

入札書（共同入札用）及び
別紙、共同入札代表者の届
出書

※①入札に参加される方（代理人を含む）のマイナンバーカード、運転免許証等。
※②入札者が個人の場合はその印章（認印可・シャチハタ等のゴム印不可）、法人の場合は

その代表者の印章（いわゆる丸印。角印も可）、代理の場合は代理人の印章。
※③入札者が営利法人または個人の営業者の場合で、落札できなかった公売財産の

公売保証金返還の際に必要。（売却区分番号毎に200円）

該当する場合のみ

該当する場合のみ

公売当日の持ち物

該当する場合のみ

該当する場合のみ

該当する場合のみ

該当する場合のみ


